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商標審査基準たたき台（案）（4 条 1 項 16 号、9 条、その他） 
 

商標法４条１項１６号 

商標審査基準たたき台（案） 現行の商標審査基準 
十四、第４条第１項第１６号（商品の品質等の誤認） 

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標 

 

１．「商品の品質又は役務の質（以下本号において、「商品の品質等」という。）」

について 

(1)「商品の品質等」とは、商品若しくは役務の普通名称、若しくは商品若

しくは役務について慣用されている商標が表す品質若しくは質又はこの基

準第１の五（第３条第１項第３号）の１．にいう「商品又は役務の特徴等」

が表す品質若しくは質をいう。 

(2) 商標構成中に、商品の品質等を表す文字等を有する場合であっても、全

体として商品の品質等として認識できない場合には、商品の品質等を表さな

いと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  特に、商標構成中に外国の国家名を有する場合には、既成語の一部となっ

ている場合等国家名を認識しないことが明らかな場合にかぎり、商品の品質

等を表さないと判断する。 

 

 

 

 

 

 

十四、第４条第１項第１６号（商品の品質等の誤認） 

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標 

 

（新設） 
 

 

 

 

 
（新設） 
 
 
３．国家名・地名等を含む商標であって、それが指定商品又は指定役務との関

係上、商品の産地・販売地又は役務の内容の特質若しくは役務の提供の場所

を表すものと認識されるものについては、その商標が当該国若しくは当該地

以外の国若しくは地で生産・販売される商品について使用されるとき、又は

当該国家又は当該地名等によって表される特質を持った内容の役務若しくは

当該国・地で提供される役務以外の役務について使用されるときは、商品の

品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとして、本号の規定

を適用するものとする。 
  特に、外国の国家名を含む商標である場合には、その外観構成がまとまり

よく一体に表されている場合又は観念上の繋がりがある場合（既成語の一部

となっている場合等国家名を認識しないことが明らかな場合を除く。）であっ

ても、原則として、商品の産地・販売地又は役務の内容の特質若しくは役務

の提供の場所を表すものと認識されるものとして、本号の規定を適用するも

のとする。 
  ただし、次のように商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせることなく

適正に表示されている場合はこの限りでないものとする。 
 (ｲ) 被服に係る商品において、商標中に「イギリス」の文字を含み、指定商

品が「イギリス製の洋服」の場合 
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（例）外国の国家名を有する場合 

①商品の品質等を表すと判断する場合 

  商品「時計」について、商標「ＳＷＩＳＳＴＥＸ」 

（解説） 既成語の一部ではないため、国家名としての「スイス連邦」スイ

スを認識させる。 

②商品の品質等を表さないと判断する場合  

商品「薬剤」について、商標「コロシアム」 

（解説）既成語の一部のため、国家名としての「ロシア連邦」ロシアを認識

しない。 

 

 

２．「誤認を生ずるおそれ」について 

(1)「誤認を生ずるおそれ」とは、商標が表す商品の品質等を有する商品の製

造、販売又は役務の提供が現実に行われていることは要せず、需要者がその

商品の品質等を誤認する可能性がある場合をいう。 

(2)「誤認を生ずるおそれ」の有無は、商標が表す商品の品質等と指定商品

又は指定役務が関連しているか否か、及び商標が表す商品の品質等と指定商

品又は指定役務が有する品質又は質が異なるか否かにより判断する。 

（例１） 本号に該当する場合 

商品「野菜」について、商標「ＪＰＯポテト」 

（解説）この場合、商標が表す商品の品質は、「普通名称としてのじゃがいも」

であることから、指定商品「野菜」とは関連する商品であり、また、指定

商品中「じゃがいも以外の野菜」が有する品質とは異なることから、本号

に該当すると判断する。 

なお、指定商品「じゃがいも」と、商品の品質等の誤認を生じさせるこ

となく適正に表示されている場合はこの限りでない。 

（例２）本号に該当しない場合 

 (ﾛ) 飲食物の提供に係る役務において、商標中に「フランス」の文字を含み、

指定役務が「フランス料理の提供」の場合 
  なお、商標中に単に付記的に用いられている商品の産地・販売地又は役務

の質を表す国家名、地名等の文字は、補正により削除することができるもの

とする。 
  ただし、国際商標登録出願に係る商標については、これらの文字等を削除

する補正をすることはできない。 
 
(例) 該当する例 
   「ＳＷＩＳＳＴＥＸ」   指定商品 第 14 類 時計 
      <備考> 「ＳＷＩＳＳ」の文字は「スイス国」を認識させる。 
       該当しない例 
       「どどいつ」       指定商品 第 11 類 浴槽 
     <備考> 「どどいつ」の文字は「都々逸」を認識させる。 
 
 
 
 
 
１．「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれ」とは、その品質又は質が

その商品又は役務に現実に存在すると否とを問わず、その商品が有する品質

又は役務が有する質として需要者において誤認される可能性がある場合をい

う。 
 
（新設） 
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① 商品「自転車」について、商標「ＪＰＯポテト」 

（解説）この場合、商標が表す商品の品質である「普通名称としてのじゃが

いも」とは関連しない指定商品「自転車」であることから、本号に該当し

ないと判断する。 

② 商品「イギリス製の洋服」について、商標「ＪＰＯイギリス」 

（解説）この場合、商標が表す商品の品質である「生産地としてのイギリ

ス」と指定商品が有する品質が一致していることから、本号に該当しない

と判断する。 

③ 役務「フランス料理の提供」について、商標「ＪＰＯフランス」 

（解説）この場合、商標が表す役務の質である「料理の内容としてのフラ

ンス」と指定役務が有する質が一致していることから、本号に該当しない

と判断する。 

(3) 商標中に、商品の品質等又は役務の質を表す文字等を有する場合であっ

ても、出願に係る商標が、出願人の店舗名、商号、屋号等を表すものの商標

として需要者に広く認識され、複数の商品又は役務について使用されること

が明らかな場合であって、かつ、取引者・需要者が商品の品質等を誤認する

おそれがないと認められるときには、本号に該当しないとものとして判断す

る。 

 

３．商標中に商品の品質等を保証するような文字、図形等がある場合 

商標中に「○○博覧会金牌受領」、「○○グランプリ受賞」等の博覧会の賞

等を受賞した文字・図形等がある場合に、当該博覧会等が４条１項９号の定

める基準に該当しないときは、商品の品質等を表すものとして、博覧会の賞

等を受賞した事実の立証を求め、立証されないときは、本号に該当すると判

断する。 

 

 

４．地域団体商標について 

  地域団体商標は、これが商標中の地域の名称と密接な関連性を有する商品

又は役務以外の商品又は役務について使用されるときは、商品の品質等の誤

認を生じさせるおそれがあるものとして、本号に該当すると判断する。 

ただし、指定商品又は指定役務が、例えば、次のように商品の品質等の誤

認を生じさせることなく適正に表示されている場合は、この限りでない。 

① 地域の名称が当該商品の産地であれば、「○○（地域の名称）産の△△（商

品名）」とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設：「日本弁理士会」より） 
 
 
 
 
 
 
４．商標中に「○○博覧会金牌受領」、「○○大臣賞受領」等商品の品質又は役

務の質を保証するような文字、図形等の標章があるときは、その事実の立証

を求め、立証されないときは、第４条第１項第９号を理由として拒絶するも

のを除き、本号の規定を適用するものとする。 
 
 
 
 
６．地域団体商標は、これが商標中の地域の名称と密接な関連性を有する商品

又は役務以外の商品又は役務について使用されるときは、商品の品質又は役

務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとして、本号の規定を適用する

ものとする。 
ただし、指定商品又は指定役務が、例えば、次のように商品の品質又は役

務の質の誤認を生じさせることなく適正に表示されている場合は、この限り

でないものとする。 
① 地域の名称が当該商品の産地であれば、「○○（地域の名称）産の△△（商

品名）」とする。 
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② 地域の名称が当該役務の提供の場所であれば、「○○（地域の名称）にお

ける△△（役務名）」とする。 

③ 地域の名称が当該商品の主要な原材料の産地であれば、「○○（地域の名

称）産の□□（原材料名）を主要な原材料とする△△（商品名）」とする。 

④ 地域の名称が当該商品の製法の由来地であれば、「○○（地域の名称）に

由来する製法により生産された△△（商品名）」とする。ただし、例えば、

「インドカレー」、「江戸前すし」のように地域との密接な関連性が希薄と

なり、一般的な製法と認識されるに至っている場合は、除かれる。 

なお、上記は、地域団体商標における指定商品が「○○（地域の名称）に

由来する製法により生産された△△（商品名）」と記載されている場合におい

て、需要者がその商品について○○産の商品、又は、主に○○産の□□（原

材料名）を用いた商品であるかのように品質を誤認するおそれがあるときに、

本号の適用を妨げるものではない。 

 

５．付記的部分の補正について 
 付記的部分の補正については、本基準第 13（第 16 条の 2 及び第 17 条の 2）
１．(2)(P)参照 
 
 
（削除） 

② 地域の名称が当該役務の提供の場所であれば、「○○（地域の名称）におけ

る△△（役務名）」とする。 
③ 地域の名称が当該商品の主要な原材料の産地であれば、「○○（地域の名称）

産の□□（原材料名）を主要な原材料とする△△（商品名）」とする。 
④ 地域の名称が当該商品の製法の由来地であれば、「○○（地域の名称）に由

来する製法により生産された△△（商品名）」とする。ただし、例えば、「イ

ンドカレー」、「江戸前すし」のように地域との密接な関連性が希薄となり、

一般的な製法と認識されるに至っている場合は、除かれる。 
なお、上記は、地域団体商標における指定商品が「○○（地域の名称）に

由来する製法により生産された△△（商品名）」と記載されている場合におい

て、需要者がその商品について○○産の商品、又は、主に○○産の□□（原

材料名）を用いた商品であるかのように品質を誤認するおそれがあるときに、

本号の適用を妨げるものではない。 
 

５．商標の付記的部分に「ＪＩＳ」､「ＪＡＳ」､「特許」､「実用新案」､「意

匠」等の文字又は記号があるときは、これらの文字等が補正により削除され

ない限り本号の規定を適用するものとする。 
  ただし、国際商標登録出願に係る商標については、これらの文字等を削除

する補正をすることはできない。 
２．指定商品又は指定役務との関係上、品質又は質の誤認を生ずるおそれのあ

る商品又は役務に対して拒絶理由の通知をした場合において、品質又は質の誤

認を生じない商品又は役務に補正したときは、要旨を変更しない限り、その補

正を認めるものとし、要旨を変更するときは、その補正を却下するものとする。 
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商標法９条 

商標審査基準たたき台（案） 現行の商標審査基準 
第９ 第９条（出願時の特例） 

第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会

であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、

世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等

若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約

の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれに

も該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設

する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出

品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標

の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展

の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標

登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にし

たものとみなす。 

２ 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者

は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、

かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商

標及び商品又は役務であることを証明する書面（次項において「証明書」

という。）を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなけ

ればならない。 

３ 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前

項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規

定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、

二月）以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出

することができる。 

 

1．  「博覧会」については、この基準第３の八（第４条第１項第９号）の１

を準用する。 

 

（参考）この基準第３の八（第４条第１項第９号）の１ たたき台案 

１．「博覧会」について 

第９ 第９条（出願時の特例） 

第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会

であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、

世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等

若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約

の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれに

も該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設

する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出

品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標

の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展

の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標

登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にし

たものとみなす。 

２ 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者

は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、

かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商

標及び商品又は役務であることを証明する書面（次項において「証明書」

という。）を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなけ

ればならない。 

３ 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前

項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規

定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、

二月）以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出

することができる。 

 

１． 博覧会は広く解し、品評会を含むものとする。 
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 「博覧会」には、博覧会の名称を冠するものに限らず、例えば見本市、品評

会、コレクション、トレードショー、フェア、メッセ等の他の名称を冠したも

のも含む。 
 
２．「特許庁長官の定める基準に適合するもの」について 
 「特許庁長官の定める基準」は、平成 24 年特許庁告示第６号（下記参照）に

おいて示されており、これに適合するか否かにより判断する。 
 同告示下記一及び二の判断については、この基準第３ 八、第４条第１項第

９号 ２．(1)及び(2)を準用する。 
 
平成 24 年特許庁告示第６号（要件部分抜粋） 
「一 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名称

の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものである

こと。 
二 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の

種類及び数量等が、同項（注）の趣旨に照らして適当であると判断されるも

のであること。 
三 日本国において開設される博覧会については、原則として、政府等が協

賛し、又は後援する博覧会その他これらに準ずるものであること。」 
 
（注）同項は、商標法第９条 1 項を表す。 

 
（参考）この基準第３ 八、第４条第１項第９号 ２．(1)及び(2) たたき台

案 

 (1) 上記一について 

   博覧会等の名称を冠した場合であっても、その目的が、単なる商品販売

の一環としての百貨店や小売店等による各種の商品の即売会や絵画又は美

術品等の展示会は、本号にいう「特許庁長官の定める基準」に適合しない

ものと判断する。 

 (2) 上記二について 

   例えば、以下(ｱ)ないし(ｳ)の場合には、本号にいう「特許庁長官の定め

る基準」に適合しないものと判断する。 

 

 (ｱ) 「開設地及び開設期間」について、(i)博覧会の開設会場の収容人数が

極めて少ない場合、(ii)開催地が交通不便な地域である場合、あるいは(iii)

 

 

 

２．本条第１項でいう「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官

の定める基準に適合するもの」及び「パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加

盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその

政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許

庁長官の定める基準に適合するもの」かどうかは、以下の「特許庁長官の定

める基準」（平成24年特許庁告示第６号）に適合するかどうかにより判断す

るものとする。 

(1) 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名

称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うもの

であること。 

(2) 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物

の種類及び数量等が、本項の趣旨に照らして適当であると判断されるも

のであること。 

(3) 日本国において開催される博覧会については、原則として、政府等が協

賛し、又は後援する博覧会その他これに準ずるものであること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２０回商標審査基準ＷＧ 

 資料 1  
 

7 

交通不便とはいえない地域であっても、例えば山岳地等の開催地であって季

節によっては交通不便となる期間に開催する場合。 

 (ｲ) 「出品者及び入場者の資格」について制限を設けている場合。ただし、

開設の目的、会場の規模その他正当な理由による場合は除く。例えば、(i)

博覧会の出品物が「たばこ」「アルコール飲料」等であって、それらを展示し

公衆の観覧及び購買する場合に入場者の年齢に制限を設ける場合、及び(ii)

開設会場が相当程度の収容人数がある場合であっても、入場者の安全性・利

便性等を考慮して一定程度の制限を設ける場合等。 

  なお、出品者又は入場者から出品料又は入場料を徴収することは制限には

当たらないものとする。 

 (ｳ) 「出品者数」、「出品物の種類及び数量」について、博覧会の出品者数が

極めて少ない場合又は限定されている場合のように、一般公衆への公開及び

展示に供されることを目的とするものとは到底いえない場合。 

 

３．証明書について 

 第９条第１項に基づく出願時の特例の主張に当たって、出品又は出展した事

実の証明は、例えば、次のような証拠方法によることができる。 
 (1) 博覧会開設者による出願人の出品（出展）証明書 
 (2) 博覧会への出品又は出展を示すパンフレット 
 
（注）記載した告示の内容は、本審査基準作成時点のものである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
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第１８ その他 

商標審査基準たたき台（案） 現行の商標審査基準 
 

（拒絶理由の通知に関する記載のため、第 15 条の２へ移行） 

 

 

 
（同上） 

 
 
 
 
（方式的事項のため削除） 
 
 
 

（削除） 
 

 

 

１．第 11 条４項及び 12 条２項(出願の変更)における「査定等が確定した」時

について 

｢査定・・・が確定した｣時とは、登録査定にあっては登録査定謄本の送達が

あった時とする。 

 
２．同一人が同一の商標について、すべての商品又は役務表示が同一の出願を

した場合について商標法の趣旨違背について 
（1） 同一人が同一の商標（縮尺のみ異なるものを含む。）について、その指

定する商品又は役務がすべて同一の出願をしたと認められるときは、第 68
条の 10 の規定に該当する場合を除き、原則として、先願に係る商標が登録さ

れた後、後願について｢商標法第３条第１項柱書商標法制定に反する。｣との

拒絶の理由を通知するものとする。との理由により、拒絶をするものとする。 

（2）商標権者が登録商標と同一の商標（縮尺のみ異なるものを含む。）につい

て同一の商品又は役務を指定して登録出願したときも、同様とする。 

  
１．２以上の拒絶の理由を発見したときは、原則として、同時にすべての拒絶

の理由を通知することとする(その中には、例えば第６条に基づく拒絶の理由も

含まれるものとする。)。  
 

２．第６条に基づく拒絶の理由に応答して商品等の説明のみを内容とする意見

書等が提出された場合であっても、新たに他の拒絶の理由を発見したときには、

本基準第５(第６条)の５．による補正を指示することなく、当該他の拒絶の理由

を通知することができるものとする。  
 

３．代理人を解任せず新たに他の代理人を追加委任したときは、書類は、新た

な代理人にあて送付するものとする。ただし、前の代理人にあて送付してもら

いたい旨の申出があったときは、この限りでない。  
 

４．第４条第１項第 11 号等の審査においては、手続の補完がされた商標登録出

願については、第 5 条の 2 第 4 項により手続補完書を提出した日が商標登録出

願の日と認定されていることに充分留意するものとする。  
 

５．第 11 条及び第 12 条に規定する｢査定・・・が確定した｣時とは、登録査定

にあっては登録査定謄本の送達があった時とする。  
 

 
 
６．同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願

したときは、第 68 条の 10 の規定に該当する場合を除き、原則として、先願に

係る商標が登録された後、後願について｢商標法制定の趣旨に反する。｣との理

由により、拒絶をするものとする。商標権者が登録商標と同一の商標について

同一の商品又は役務を指定して登録出願したときも、同様とする。  
 
 
 
７．防護標章の更新登録出願をすることができる期間内に防護標章登録に基づ
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(3) 防護標章の更新登録出願をすることができる期間内に防護標章登録に基

づく権利を有する者から同一の登録防護標章についてその指定する商品又は

役務がすべて同一の重複して２以上の防護標章の更新登録出願があったとき

は、先願に係る存続期間更新の登録がされた後、後願について｢商標法第 64

条第１項及び第２項商標法制定に反する。｣との拒絶の理由を通知するものと

する。との理由により、拒絶をするものとする。 

 
 
４．パリ条約による優先権の主張を伴う商標登録出願について 

(1) 優先権主張について 
優先権の主張が適正か否かは、以下(ｱ)から(ｳ)の要件を満たすものと認めら

れる場合には、適正であると判断する。 
(ｱ) 優先権主張を伴う商標登録出願の出願人が、優先権証明書に示された

出願人と同一人又はその承継人であること（パリ条約４条Ａ（１）） 
(ｲ) 優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標と、優先権証

明書に記載された商標が一致すること 
(ｳ) 優先権主張を伴う商標登録出願に係る指定商品又は指定役務の全部又

は一部が優先権証明書に示された指定商品又は指定役務に含まれてい

ること 
(2)  優先権主張を伴う商標登録出願の効果 

優先権の主張が適正であると認められるときは、以下の規定の適用にあた

り、当該商標出願が第一国出願の時にされたものとして取り扱う。（以下、

この第一国出願の日を「優先日」という）。 
(ｱ)第４条１項 11 号（先願に係る他人の登録商標） 
(ｲ)第８条(先願) 
また、第４条３項の規定における「商標登録出願の時」は、優先日で判

断する。 
(ｱ)第４条１項８号(他人の氏名又は名称) 
(ｲ)第４条１項 10 号(他人の周知商標) 
(ｳ)第４条１項 15 号(商品又は役務の出所の混同) 
(ｴ)第４条１項 17 号(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示) 
(ｵ)第４条１項 19 号(他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をも

って使用をする商標) 

く権利を有する者から同一の登録防護標章について重複して２以上の防護標章

の更新登録出願があったときは、先願に係る存続期間更新の登録がされた後、

後願について｢商標法制定の趣旨に反する。｣との理由により、拒絶をするもの

とする。  
 
 
 
 
 
（新設：商標審査便覧から) 
 
 

 


